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１ 関係通達編 
  



事   務   連   絡 

令 和 ２ 年 ６ 月  １ 日 

 

工事検査担当課長 

               様 

各関係出先機関の長 

 

契 約 検 査 課 長 

 

コブリスへの閲覧について（通知） 

 

建設副産物情報交換システム COBRIS（コブリス）（以下「コブリス」という。）に発注者としての登録が完

了し、建設工事の登録状況が閲覧可能となりましたので、お知らせします。 

 

記 

令和２年４月９日付事務連絡において「クレダス廃止に伴うコブリスへの完全移行について（通知）」に

より、令和 2 年度以降に契約する建設工事においては、建設副産物実態調査へのデータ登録は、全て

建設副産物情報交換システムCOBRIS（コブリス）（以下「コブリス」という。）にて行う旨を通知済であります

が、その登録データが下記の通り閲覧可能となりました。 

これに伴い、建設発生土処理情報につきましては、今後、コブリスの「発生土システム」への入力となり

ます。 

 

記 

 

１．閲覧手順    添付資料、「コブリス閲覧手順」による。 

２．その他事項   「建設副産物情報センター」ホームページで確認する。 

 

 

以上 

 

 

 

契約検査課 工事検査担当 

電話 ５５－２７０９ 

（内線：2775・2772・2771）  
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事  務  連  絡  

平成 29 年 2 月 6 日  

 

 各 課 （ 室 ） 長 

         様  

 各出先機関の長 

                             財政部契約課長 

工事検査室長 

  

 

建設工事の下請契約における社会保険等未加入業者対策について（通知） 

 

 

市が発注する建設工事では社会保険等の未加入業者対策として、平成 29 年度か

ら未加入業者の入札参加を不可とし、平成 30 年度以降は入札参加資格登録の要件

としています。建設業の持続的な発展に必要な人材確保を図るとともに、企業間の

健全な競争環境を構築するため、この対策範囲を拡大し、平成 29 年 4 月 1 日以降

に発注（公告、指名通知等）する案件から、社会保険等未加入の建設業許可業者と

の一次下請け契約を禁止することとしましたのでお知らせします。工事担当部署及

び監督員は、下請業者の加入状況の確認・指導の徹底をよろしくお願いします。 

 

記 

 

１ 下請業者の社会保険等の加入状況は施工体制台帳等で確認し、社会保険等未

加入の一次下請業者を確認した場合は、発注者が指定する期限（原則 30 日）ま

でに、社会保険等未加入の一次下請業者が当該届出の義務を履行した事実を確

認することができる書類の提出を元請業者に求めてください。また、工事完成

後、下請業者の加入状況を契約課に報告してください。 

 

２ 工事担当課からの報告を受け、発注者が指定する期限（原則 30 日）までに社

会保険等未加入の一次下請業者が当該届出の義務を履行した事実を確認するこ

とができる書類の提出がなかった場合、未加入の下請業者については契約課か

ら建設業許可権者へ通報します。（二次以降の下請については、禁止の取り扱

いといたしませんが、未加入業者は同様に建設業許可権者へ通報します。） 

 

手続の詳細については、別紙手続フロー図及び様式を参照してください。 

 

問合せ先 

財政部契約課 内線 2786・2787 
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指示した書類の提出の有無、書類の記載内容から、当該一次下請業
者の社会保険等の加入状況を確認する。
　※　指示した書類が提出されなかった場合は、社会保険等未加入
　　と見なす。

⑤【工事担当課】

受注者に、社会保険等未加入状況報告書（様式１）を提出するよう指示する。ま
た、（様式１）の提出を受けた後、内容を確認する。
　※　提出期限は、原則として指示した日から７日後とする。
　※　（様式１）には、社会保険等未加入のすべての建設業者を記載させる。
　※　指示には、富士市建設工事監督規程第７条に定める書類の様式の「指示、
　　承諾、協議、提出、報告書（第１号様式）」を使用する。

対策不要

④【工事担当課】

社会保険等未加入の建設業者を建設業の許可行政庁に通報する。

≪留意事項≫

１　社会保険等とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険をいう。

建設業者の二次以下の下請業者が
社会保険等未加入である。

建設業者の一次下請業者が社会保
険等未加入である。

③【工事担当課】

受注者に、当該一次下請業者について、社会保険等加入報告書（様
式２）及び社会保険等の加入が確認できる書類、又は適用除外報告
書（様式３）を提出するよう指示する。
　※　提出期限は、原則として指示した日から30日後とする。ただ
　　し、30日後を期限とした場合に、完成期日の14日前を過ぎると
　　きは完成期日の14日前を期限とし、完成期日の14日前よりも前
　　に完成届を提出しようとするときは完成届の提出日を期限とす
　　る。
　※　指示には、富士市建設工事監督規程第７条に定める書類の様
　　式の「指示、承諾、協議、提出、報告書（第１号様式）」を使
　　用する。

社会保険等未加入対策に係る手続きのフロー図

①【工事担当課】

一次下請業者は施工体制台帳の「健康保険等の加入状況」欄で、二次以下の下請業者は再下請負通知書の「健康保
険等の加入状況」欄で、すべての下請業者の社会保険等の加入状況を確認する。

②【工事担当課】

工事完成後、（様式１）の写し、（様式２）の写し、（様式３）の写しを添えて契約課に報告する。
　※　事務連絡により報告する。

【契約課】

２　建設業者とは、建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第３項に定める建設業者をいう。

３　社会保険等未加入とは、健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出の義務、厚生年金法（昭
　和29年法律第115号）第27条の規定による届出の義務又は雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定によ
　る届出の義務のいずれかを履行していないことをいい、当該届出の義務がない場合を除く。

「未加入」となってい
る建設業者がある。

すべての建設業者が
「加入」又は「適用除
外」となっており、
「未加入」はない。
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（様式１）

富士市長

（受注者）

住　所

商号又は名称

代表者氏名  

No.
下請
次数

健康
保険

厚生年
金保険

雇用
保険

平成　　年　　月　　日

社会保険等未加入状況報告書

　当該工事において、社会保険等に未加入の下請業者がありますので、次のとおり報告します。
なお、富士市が未加入業者を建設業許可部局へ通報することを下請業者に周知しています。また、
未加入の下請業者には、速やかに加入指導を行います。

１　契約番号

２　工 事 名

３　工　　期 年　　月　　日から　　　年　　月　　日まで

　上段：　未加入下請業者名
　下段：　住　所

建設業許可番号

株式会社○○
1 ○○県知事 特定 00 第 000000 加入 未加入 未加入

富士市○○町▲▲番地

加入
富士市○○町▲▲番地

○○建設株式会社
1 ○○県知事 一般 00

未加入
沼津市○○町▲▲番地

株式会社○○組
2 ○○県知事 一般 00

00

記
載
例 第 000000 未加入 未加入

第 000000 未加入 未加入

第 000000 除外 除外 未加入
富士宮市○○町▲▲番地

○○組
3 ○○県知事 一般

1

2

3

4
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（様式２）

富士市長

（受注者）

住　所　

商号又は名称

代表者氏名  

４　対象の一次下請業者及び加入した社会保険等

５　社会保険等の加入を確認できる書類

 添付のとおり

領収証書 領収証書

一次下請業者名
加入した社会保険等

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

次のとおり、一次下請業者が未加入の社会保険等へ加入しましたので報告します。

平成　　年　　月　　日

社会保険等加入報告書

１　契約番号

２　工 事 名

３　工　　期 年　　月　　日から　　　年　　月　　日まで

（対象となる社会保険等の欄に加入（申請）を確認できる書類名を記入）

【記載例】株式会社○○ 社会保険料納入（申請）証明書
雇用保険被保険者資格取得等通
知書（事業主通知用）

【記載例】○○建設株式会社
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（様式３）

富士市長

（受注者）

住　所

商号又は名称

代表者氏名  

（健康保険・厚生年金保険）

■従業員５人未満の個人事業所であるため。

□その他の理由

【年金事務所等に確認した場合は、記入して下さい。】

（雇用保険）

□役員のみの法人であるため。

■その他の理由

【ハローワーク等に確認した場合は、記入して下さい。】

　平成○○年　○月　○日、関係機関「ハローワーク富士」に問い合わせを行い判断しました。

 当社が一次下請契約を締結した次の者は、健康保険法（大正11年法律第70号）第48条、厚生年金保
険法（昭和29年法律第115号）第27条又は雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届
出の義務を有する者には該当しませんでしたので、報告します。

４　一次下請業者名

５　適用除外の理由

２　工 事 名

３　工　　期 年　　月　　日　　　から　　　年　　月　　日まで

１　契約番号

平成　　年　　月　　日

（注） 本様式については、 社会保険等の届出の義務を有しない者であって、直近の経営事項審
査結果通知書の写し等、適用除外であることが確認できる資料を提出することができない場合に
提出すること。

適用除外報告書

　平成　　年　　月　　日、関係機関「　　　　　　　　　　　」に問い合わせを行い判断しま
した。

１週間の所定労働時間が２０時間未満である者しかいないため
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事   務   連   絡 
年  月  日 

 
財政部契約課長 様 

 
○○○○部○○○○課長 

 
富士市発注工事に係る下請業者の社会保険等加入状況について（報告） 

 
 富士市発注工事の下請業者に、健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条、厚生年金保険

法（昭和 29 年法律第 115 号）又は雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 7 条の規定による届

出義務の履行を行っていない建設業者がありましたので、次のとおり報告します。 
 
１ 契約番号                                      
２ 工 事 名                                      
３ 受 注 者  住    所                              
        商号又は名称                              
４ 社会保険等未加入の建設業者の下請業者 

商号又は名称 住所 
下請 

次数 

加入指導 

後の状況 

【記載例】㈱○○○組 【記載例】富士市●●●＊＊＊－＊＊ １ 加入 

【記載例】△△△建設㈲ 【記載例】富士市▲▲▲＊＊＊－＊＊ １ 未加入 

【記載例】㈲□□□土建 【記載例】富士市■■■＊＊＊－＊＊ ２ － 

    

    

    

    

※１ 「加入指導後の状況」欄には、指導した後の加入状況を記載すること。この際、届出義務

を一つでも履行していない場合は、未加入と記載すること。 
２ 当初、未加入であった者が実際には適用除外であった場合は、記載しないものとする。 

 
 
５ 添付資料 
   様式１の写し、様式２の写し、様式３の写し 
 
 
 

担  当 ○○○○課○○○○担当 
電話番号 直通 

                                    内線 
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第１号様式（監督規程第７条関係）                                （起案用） 

 
指示・承諾・協議・提出・報告書 

 
契約番号      

工 事 名      請負代金額  ￥ 

工事箇所      
 着手 

 完成 

平成  年  月  日 

平成  年  月  日 

 

 下記のように指示、承諾、協議、提出、報告する。 

       願いたい。 

             平成  年  月  日 

契約担当者      

           ◯印  
監 督 員      

受 注 者 

現場代理人      

 

提出された施工体制台帳等に、社会保険等に未加入の建設業者が記載されているため、「社会保険等未

加入状況報告書（様式１）」を平成○年○月○日までに提出して下さい。 

 

※提出期限は、原則として指示した日から 7 日後とする。 

 

 

 

 

 

 上記について承諾する。   受理する。 

 

 

             平成  年  月  日 

契約担当者      

           ◯印  
監 督 員      

受 注 者 

現場代理人      

 注１．字は＝で消すこと。 

  ２．起案用、監督員用、受注者用の３部複写とする。 

  ３．起案用は上欄に決済欄を設ける。

年月日 
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第１号様式（監督規程第７条関係）                                （起案用） 

 
指示・承諾・協議・提出・報告書 

 
契約番号      

工 事 名      請負代金額  ￥ 

工事箇所      
 着手 

 完成 

平成  年  月  日 

平成  年  月  日 

 

 下記のように指示、承諾、協議、提出、報告する。 

       願いたい。 

             平成  年  月  日 

契約担当者      

           ◯印  
監 督 員      

受 注 者 

現場代理人      

 

施工体制台帳等及び社会保険等未加入状況報告書（様式１）により、社会保険等に未加入の一次下請業

者を確認しました。当市では、平成 29 年 4 月 1 日から社会保険等未加入の建設業者との一次下請契約を

禁止しています。つきましては、平成○年○月○日までに、「社会保険等加入報告書（様式２）」及び届出

の義務のある未加入の社会保険等に加入した事実を確認することができる書類の提出をお願いします。

（ただし、平成○年○月○日以前に完成届を提出する場合は、その提出日を期限とします。） 

なお、当該一次下請業者が適用除外の場合は、「適用除外報告書（様式３）」を提出してください。 

 

※1 書類等の提出期限は、原則として指示した日から 30 日後とする。 

2 提出期限が、完成期日の 14 日前を過ぎる場合は、完成期日の 14 日前を限度。 

3 下線文は工事の完成が提出期限より先になると想定される場合。 

 

 上記について承諾する。   受理する。 

 

 

             平成  年  月  日 

契約担当者      

           ◯印  
監 督 員      

受 注 者 

現場代理人      

 注１．字は＝で消すこと。 

  ２．起案用、監督員用、受注者用の３部複写とする。 

  ３．起案用は上欄に決済欄を設ける。 

年月日 
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押印不要

押印不要
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社会保検等の加入が確認できる書類について 

 
手続フロー図③【工事担当課】で求める社会保険等の加入が確認できる書類

には、以下のものがあります。 
  
 
◎経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（経審を受けている業者に限

る） 
 
 経審結果通知書が有効期限内のものであるかを確認の上、「雇用保険加入の有無」、「健

康保険加入の有無」、「厚生年金保険加入の有無」に無がないことを確認。 
 
 
◎保険料の領収済通知書等 
  
健康保険又は厚生年金保険 

「領収証書」、「社会保険料納入証明（申請）書」 
 「資格取得確認および標準報酬決定通知書」 
 「健康保険・厚生年金保険新規適用届」（年金事務所の受付印のあるもの） 
雇用保険 
 「領収済通知書」及び「労働保険 概算・確定保険料申告書」 
 「雇用保険被保険者資格取得等通知書（事業主通知書）」 
 「雇用保険適用事業所設置届」（ハローワークの受付印のあるもの） 
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事 務 連 絡 

令和２年７月２８日 

 

 各 課 （ 室 ） 長 

         様  

 各出先機関の長 

 

財政部契約検査課長  

 

建設工事における工事保険等の現場説明事項等への記載事項について（通知） 

 

このことについて、平成２２年４月１３日付け事務連絡で通知しているところです

が、令和２年４月の富士市建設工事請負契約約款改正に伴い、条番号が変更されてい

るため、現場説明事項等には改正後の条番号を記載してください。 

なお、改正後の富士市建設工事請負契約約款は文書共有キャビネットに掲載してい

ます。 

 

記  

 

改 正 前  改 正 後  

（火災保険等）第 47 条  （火災保険等）第 53 条  

 

 

 

 

担   当  契約検査課契約担当  

電話番号 直通５５－２７２７ 

     内線２７８５～８７ 
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事 務 連 絡  

令和２年１０月７日  

 

 各 課 （ 室 ） 長 

         様  

 各出先機関の長 

 

財政部契約検査課長  

 

富士市発注工事における法定外の労災保険の付保に係る 

設計図書への明示等について（通知） 

 

公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第３

５号）が令和元年６月１４日に施行され、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等

に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下、「法定外の労災保険」

という。）の保険料を予定価格へ反映することが、発注者等の責務として規定されま

した。 

これに伴い、各積算基準において現場管理費の改定が行われましたので、下記のと

おり対応をお願いします。 

 

記  

 

１ 対象工事 

本事務連絡以降、富士市が発注する現場管理費の改定された積算基準を使用して

積算する全ての工事（設計積算システムＳＭＩＬＥＳは１０月８日に更新される予

定です。） 

なお、既に契約済みの案件を、本事務連絡以降、変更契約するものについては対

象となりません。 

 

２ 設計図書への明示 

  法定外の労災保険の付保について、次の記載例を参考に設計図書に明示する。 

 

＜現場説明事項記載例＞ 

「本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。」  
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３ 保険付保の確認 

  富士市建設工事執行規則第５５条及び富士市建設工事請負契約約款第５３条にお

いて、受注者は設計図書に定める保険の契約を締結したときは、証券等を直ちに市

長等に提示しなければならないとされ、これに基づき、法定外の労災保険の付保状

況を確認する。 

  

＜参考＞ 

公共工事の品質確保の促進に関する法律  

（発注者等の責務）  

第七条 発注者は、基本理念にのっとり、現在及び将来の公共工事の品質が確保されるよう、

公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、公共工事等の仕様

書及び設計書の作成、予定価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定、

工事等の監督及び検査並びに工事等の実施中及び完了時の施工状況又は調査等の状況（以

下「施工状況等」という。）の確認及び評価その他の事務（以下「発注関係事務」という。）

を、次に定めるところによる等適切に実施しなければならない。  

一  公共工事等を実施する者が、公共工事の品質確保の担い手が中長期的に育成され及び

確保されるための適正な利潤を確保することができるよう、適切に作成された仕様書及

び設計書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における労務及び資材等の取引

価格、健康保険法等の定めるところにより事業主が納付義務を負う保険料、公共工事等

に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約の

保険料、工期等、公共工事等の実施の実態等を的確に反映した積算を行うことにより、

予定価格を適正に定めること。 

 

 

富士市建設工事執行規則  

第５５条  受注者は、工事目的物、工事材料等を設計図書に定める火災保険、建設工事保険

その他の保険（これに準ずるものを含む。以下同じ。）に付さなければならない。  

２  受注者は、前項に規定する保険の契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるも

のを直ちに市長に提示しなければならない。  

３  受注者は、工事目的物、工事材料等を第１項に規定する保険以外の保険に付したときは、

直ちにその旨を市長に通知しなければならない。  

 

 

富士市建設工事請負契約約款 

第５３条 受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条において同じ。）

等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険（これに準ずる

ものを含む。以下この条において同じ。）に付さなければならない。  

２  受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるも

のを直ちに発注者に提示しなければならない。  

３  受注者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したと

きは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 

 

 

担   当  契約検査課契約担当  

電話番号 直通５５－２７２７ 

     内線２７８５～８７ 
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事 務 連 絡 
平成 29 年 8 月 31 日 

各 課 （ 室 ） 長 

           様 

各出先機関の長 

契 約 検 査 課 長 
 
 

設計変更指示書の書式について（通知） 
 

 

平成 25 年 3 月 21 日付け事務連絡「富士市建設工事に係る設計変更事務並びに主任技術

者及び現場代理人の配置に係る事務取扱いについて（通知）」により通知した、「富士市建設

工事に係る設計変更事務取扱要領」に定める設計変更指示書の書式について、別紙のとおり

変更しましたので、お知らせします。 

  
 

 

 
※ 設計変更指示書についても請負契約に係る協議書等として課税文書扱いとなる旨の指 

摘がありましたので、書式を変更します。本市では設計変更の際、別途変更契約書を締結 

していることから、設計変更指示書の指示内容欄に「上記の内容について、本指示書とは 

別に変更請負契約書を取り交わすものとする。」と記載することで、非課税文書扱いとな 

ります。 

 

※ 書式は、雛形集＞財政部＞契約検査課＞工事検査担当－雛形集 の「設計変更指示書 

（Ｈ29.8.31 変更）」にあります。 

 

 

 

 

 

 

担当 工事検査担当 

電話 55-2709（直通） 

  2771～2772、2775 
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起   案

決裁者

(起案用）

着　手

完　成

指示内容

上記の内容について、本指示書とは別に変更請負契約書を取り交わすものとする。

設計変更の基準 ※該当する番号に○

１．条件変更に伴い処理するもの。

２．発注後発生した天然現象、その他不可抗力によるもの。

３．発注時確認できなかった推定岩盤線、地盤支持力、土質及び地下埋設物等の要因に基づくもの。

４．予算処理及び許可条件等の処理に伴うもの。

備考 １．この指示書は、3部複写で起案用、承諾用及び受注者控用とする。

２．提出された承諾用は、工事変更設計書へ添付すること。

年　月　日

　　　　　年　　月　　日

　　　　　年　　月　　日

　　　　　年　　月　　日指 示 年 月 日

統括主幹

増
減

部　　長 課　　長 主　　幹

工 事 名

工 事 箇 所

受 注 者

担 当 監 督 員

所 属 氏 名
円

第　回

設計変更指示書(  　 回）

累　  　計

契　約　額

当　　初

変　　更

変更予定

未契約分 円

円

変更理由

円

円

円

変更予定額

今　  　回

　　　　　年　　月　　日

　　　　　年　　月　　日

- 98 -



(承諾用）

着　手

完　成

指示内容

上記の内容について、本指示書とは別に変更請負契約書を取り交わすものとする。

上記の指示内容を承諾します。

年　　　月　　　日

住　　所
受注者　 商号又は名称

氏　　名
（氏名を自書しない場合は、記名押印すること。）

　　　　　年　　月　　日

変更予定額

今　  　回

年　月　日

工 事 箇 所 　　　　　年　　月　　日

設計変更指示書(  　 回）

円

契　約　額

当　　初

工 事 名

増
減

円

円

変　　更 第　回 円

担 当 監 督 員

　　　　　年　　月　　日

未契約分

所 属 氏 名

円 変更予定

受 注 者 指 示 年 月 日

円

備　　考

累　  　計
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(受注者控用）

着　手

完　成

指示内容

上記の内容について、本指示書とは別に変更請負契約書を取り交わすものとする。

上記の指示内容を承諾します。

年　　　月　　　日

住　　所
受注者　 商号又は名称

氏　　名
（氏名を自書しない場合は、記名押印すること。）

　　　　　年　　月　　日

年　月　日

工 事 箇 所

円
担 当 監 督 員

所 属 氏 名

設計変更指示書(  　 回）

工 事 名

備　　考

変更予定 円

未契約分 円

契　約　額

円

円

変　　更 第　回

当　　初

円

　　　　　年　　月　　日

累　  　計

受 注 者 指 示 年 月 日 　　　　　年　　月　　日

変更予定額

今　  　回
増
減
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(案
)－

④
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を

取
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す
る

。

設
計

変
更

の
基

準
※

該
当

す
る

番
号

に
○

１
．
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２
．
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．
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  事  務  連  絡  

 平成 25 年 4 月 15 日 

 

各 所 属 長 

出先機関の長   

 

工 事 検 査 室 長 

 

 

「建設工事執行及び設計変更事務処理にかかわる事務取り扱い」の廃止 

に伴う、平成 21 年 12 月 7 日付事務連絡の取り扱いについて（通知） 

 

平成25年3月21日付事務連絡「 富士市建設工事に係る設計変更事務並びに主任技術者

及び現場代理人の配置に係る事務取り扱いについて」の通知により、今後、平成21年12

月7日付事務連絡の「建設工事執行及び設計変更事務処理にかかわる事務取り扱い(昭和

63年6月6日)の一部廃止及び完成届出書の完成年月日及び届出日の取り扱いについて」に

関しては、下記の通りの取り扱いになります。 

 

記 

 

１．「建設工事執行及び設計変更事務処理にかかわる事務取り扱い」について 

に関しては、平成 25 年 3 月 31 日をもって全ての事項を廃止とする。 

 

２．「完成届出書の完成年月日及び届出日の取り扱い」について 

に関しては、引き続き適切に運用する。 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

- 103 -



 
 

完成届出書の「完成年月日」及び「届出日」の取り扱い 
 
 

                            平成 21 年 12 月  7 日  

   ※ 従前と取り扱いが変更となる部分      

 

１． 完成届出書（富士市建設工事執行規則 第 17 号様式）の「完成年月日」及び「届出日」

の取扱いについて 

    １） 「完成年月日」は工事担当課長が完成と認めた日とする。 

      工事担当課長が完成と認めるとは、（請負者から段階確認願等による報告を受け) 

工事担当課長または総括監督員及び担当監督員が設計図書に示されたすべての工事 

及び工事関係図書の整備が完了していることを確認し、それに伴い指示した事項が 

ある場合は、そのすべての指示事項の完了を確認したときをいう。 

    ２） 「届出日」は工事担当課長が完成と認め、請負者がすべての工事関係図書を添付 

して完成届出書を担当監督員に提出した日とする。 ※1 

また、工事検査依頼書（富士市建設工事検査規程第９条に定める 第１号様式）に 

おける「完成届受理年月日」は完成届出書及びすべての工事関係図書を担当監督員 

が受理した日とする。したがって、通常は完成届出書の「届出日」と同一日になる。 

      なお、検査期間（14日間）は契約工期に含まれないものとし、起算日は「完成届出 

書受理年月日」とする。ただし、修補期間は契約工期に含まれる。（富士市建設工事 

請負契約約款 第 31 条第 5 項） 

  ２． 合格・不合格の判定基準について 

    １） 完成検査に合格する用件は「工期内完成」かつ「契約図書に適合」である。 

      したがって、検査により修補を命じられた場合も、工期内に修補完了し修補完了 

検査で契約図書に適合を確認されれば合格、工期を過ぎた場合はその時点で不合格 

となる。（その後は履行延滞による損害金等の請求対象として修補に当らせ、修補 

完了検査で適合を確認されれば完成が認められる。） 

      なお、「検査期間は工期に含まれないが、修補期間は工期に含まれる」ので、別図の 

Ｘ≧Ｙであれば合格となる。 

３． 年度末（３月）の工期（完成期日）について 

  １） 原則として年度の最終日（閉庁日の場合は直前の開庁日。以下同じ。）から検査期

間（14 日間）を遡った日とする。各年度の最終年月日は年度当初に工事検査室より

事務連絡で通知します。ただし、やむを得ない場合は工事検査室と協議して定める

ことができる。 

    （完成検査又は修補完了検査が年度を越える場合、予算の繰越手続き（事故繰越）

が必要となることに注意すること。） 
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    ※１：完成日に請負者が完成届出書及び工事関係図書を担当監督員に提出すれば「完成 

年月日」と「届出日」は、同一日となる。 

 

   ４. 「完成届出書の完成年月日お呼び届出日の取り扱い」の適用について 

 平成２１年１２月 ７日以降に完成日となる工事から適用します。 

 

 

 

― 準拠図書 － 

・土木工事共通仕様書（静岡県建設部監修 平成 19 年 10 月）：1-1-20 

完成検査  

         ・農林土木工事共通仕様書（静岡県建設部監修 平成 21 年４月）：1-1-.25 

          完成検査 

         ・公共建築工事標準仕様書（建築工事編）国土交通大臣官房官庁営繕部監修  

平成 19 年度版：1.6.1 工事検査   

         ・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）国土交通大臣官房官庁営繕部 

監修 平成 19 年度版：1.6.1 工事検査 

         ・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）国土交通大臣官房官庁営繕部 

監修 平成 19 年度版：1.6.1 工事検査 

 

 

以上 
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 別 添 
 
           完成検査期間の確保について 
 
                                 工事検査室長 
 
 
    工事の完成届書の「完成日」及び工事検査依頼書の「完成届書受理年月日」 

    の取り扱いについて各課の取り扱いが混乱しています。 

    そのため、なかには工事検査依頼時に富士市建設工事請負契約約款第 31 条第２項に 

       定められた検査期間（完成届書受理日から 14 日以内）がほとんど確保されていない 

       事例がありました。 

       今後は,今回定めた「完成届出書の完成年月日及び届出日の取り扱い」に従い 

    すみやかに完成検査の手続きを進めて検査期間を確保し、工事契約約款で定めら 

      れた期間内に完成検査が執行できるようお願いします。 

     

 

 

 

 

以上 
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別図　：　完成年月日、完成届書届出日と検査期間の解釈について

※　注2

※　注１

※　注１
１.請負者による(段階確認願い等による）完成報告。
　完成報告は担当各課の取り扱いによる。（例：口頭報告でも可）

２.総括監督員等、担当監督員による工事の完成及び関係図書の整備完了確認。
（従来、課内下検査として扱っていた業務）

３．工事担当課長による完成確認　（完成日）
（従来、課内下検査の合格として扱っていた業務）

４．請負者による工事関係図書、完成届出書の工事担当課へ提出（届出日）

5.担当監督員による工事関係図書、完成届出書の受理（受理日）

※　注２：　Ｘ　≧　Ｙ　の場合　・　 ↑工事目的物の引渡し・工事成績評定・代金支払い

Ｘ　＜　Ｙ　の場合　・　 ↑損害金請求 （理由：修補期間は契約工期に含まれる
ため）

ただし、完成を認められた場合　引渡し、代金支払い
・Ｘ　：工事完成日から契約工期の完成日までの日数
・Ｙ　：請負業者が修補命令書を受け取った日から、修補完了届出を提出するのに

要したに日数

・検査期間（14日間）は土日祭日を含んだ期間であり、契約約款に定められた期日である。検査が確実に

この期間内に、執行できるように完成届出書受理以降すみやかに工事検査依頼書を工事検査室へ提出すること。
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成績評定・引渡し・代金支払い
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事 務 連 絡 
令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 

 
各部課（局、室）長 様 

環境部 環境保全課長 
 

 
土壌汚染対策法に規定する法第４条第１項の土地の形質の変更届の徹底について 

 
 土壌汚染対策法では、一定の規模（3,000 ㎡）以上の土地の形質の変更（掘削・盛土）
を伴う工事を行う場合、工事着手の 30 日前までに法第４条第１項の届出を提出すること
が義務付けられています。 

令和２年 11 月 2 日、他県自治体の道路部局が所管する改良工事において、土壌汚染対
策法第 4 条第１項の届出が未届により、担当職員が書類送検される事案が発生しました。 

このことを踏まえ、過去５年間（平成 27 年から令和２年）を対象に、土壌汚染対策法
第４条第１項の未届事案の有無について調査を実施したところ、市公共工事において 12
件の届出漏れが確認されました。 

法第４条第１項に基づく届出を行わず、土地の形質の変更を行った場合は、刑事罰（３
月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金）に問われる可能性がありますので、公共工事を所
管する所属課においては、法の遵守及び適正な届出について徹底し、遺漏のないようお願
いします。 

なお、土壌汚染対策法第４条第１項の届出の該当の有無ついて疑義が生じた場合は、環
境保全課までお問い合わせください。 
  
                    記 
 
    添付資料：土壌汚染対策法第４条第１項の届出に係るしおり 
        
 
 
 
 
                    (問合せ先） 

環境部 環境保全課 
水質担当：本多、芹澤、小河           
連 絡 先：５５−２７７６（内線 2074）   
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一定の規模以上の土地の形質の変更(掘削・盛土)を行う皆様へ 

法第4条第1項 3000㎡以上土地の形質の変更の届出について 

 

 

★ 届出が必要になる場合 

  土地の形質の変更(掘削・盛土)の面積の合計が３,０００㎡以上になるとき 

 

                             盛土 １,６００㎡ 

 

 

                                           合計３,０００㎡ 

 

 

 

                             掘削 １,４００㎡ 

 

※ ただし、次の①～⑥のいずれかに該当する場合、届出は不要です。 

① 盛土しか行わないとき 

  （一部でも掘削を伴う場合は、盛土も含めて対象となります） 

② 掘削の深さが５０ｃｍ未満であり、土壌の飛散または流出がなく、土壌を区域外へ 

  搬出しないとき 

③ 農業を営むために通常行われる行為で、土壌を区域外へ搬出しないとき 

④ 林業の用に供する作業路網の整備で、土壌を区域外へ搬出しないとき 

⑤ 鉱山関係の土地において行われる行為 

⑥ 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

 

 

お問い合わせ 

富士市役所環境保全課 電話：５５-２７７６ 
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…  ５  ・  ４  ・  ３  ・  ２  ・  １  ・ 

3/2 
… 

27 28 29 30 31 4/1 2/28 

土 水 木 金 土 日 月 金 

3/2 
… 

27 28 29 30 31 4/1 3/1 

日 木 金 土 日 月 火 金 

開始日 ３０日前 締切日 

★ 届出の方法 

(１) 届出窓口 

    富士市役所 環境保全課  （１０階南側） 

 

(２) 届出義務者 

    工事の施工に関する計画の内容を決定する者 （開発業者や工事発注者） 

 

(３) 届出期間  

    工事着手日の３０日前まで 

    （中３０日空ける。締切日が土・日・祝祭日の場合は、その前の平日まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 (４) 届出書類…２部（提出用・事業所控） 

 ① 「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」 

   （富士市のホームページからダウンロードできます） 

 ② 土地の形質の変更を行う場所付近の地図 

 ③ 形質の変更の内容を示した図面 

・平面図、立面図、断面図 

   ・掘削、盛土の範囲と深度がわかるもの 

 ④ 形質の変更を行う土地の「登記事項証明書」 （３か月以内に発行されたもの。コピー可） 

 ⑤ 形質の変更を行う土地の「公図」の写し （３か月以内に発行されたもの。コピー可） 

⑥ 土地の形質の変更を行う者が当該土地の所有者でない場合は土地の所有者の同意 

  または、工事の請負契約書の写しなど 

⑦ 土壌汚染状況調査の結果（任意）及び土地所有者の同意書 
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★ 届出の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ● 汚染されているおそれがある土地の基準 〔土壌汚染対策法施行規則第２６条〕 

  ① 土壌の特定有害物質による汚染状態が、環境省令で定める基準に適合しないことが 

明らかである土地 

  ② 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し 

    又は地下に浸透した土地 

  ③ 特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は 

    事業場の敷地である土地又は敷地であった土地 

  ④ 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し、 

    又は保管する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地 

  ⑤ ②～④までに掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が, 

環境省令で定める基準に適合しないおそれがある土地 

 

※１ 土壌調査の結果で汚染が判明した場合、その状況に応じて、土壌汚染対策法による要措 

    置区域等に指定されるとともに、土地の形質の変更に制限が生じます。 

※２ 土地の形質の変更が行われることにより、土壌汚染状況調査の適正な実施に支障が生じ、 

   命令を履行することができなくなる可能性があることから、土地の形質の変更は、一連の 

   手続が終了してから実施してください。 

 

 

届出 

土地の形質 

の変更 

汚染されているおそれが 

ある土地の基準を判断 

土壌汚染 

状況調査 

法に基づく 

 調査命令なし 

調査命令 

届出者 

 土地所有者等 

富士市 

汚染のおそれ 

あり 

汚染のおそれ 

なし 

法に基づく 
※１ 

※２ 

富士市 
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 ★ Ｑ＆Ａ 

  Ｑ 届出の対象となる切土について 

  Ａ 掘削と盛土の合計の面積が 3,000 ㎡以上ある場合で、かつ、工事全体のうち切土の 

    深さが一部でも 50cm 以上である場合は、届出の対象となります。また、アスファルト 

・コンクリート・砕石や砂利の撤去・舗装についても、届出の規模の合計面積に含め 

ます。なお、撤去の際に建屋の上物のみの解体や構造物の基礎を残す場合など 

は、合計面積に含みません。 

 

  Ｑ 土地の形質の変更について、建物解体等で基礎構造物の撤去や土間コンクリートを 

剥がす作業は対象範囲に含まれるのか。 

  Ａ 剥がす構造物と土壌が直接面している場合は土地の形質の変更の範囲に含みます。 

 

  Ｑ 掘削の深さが５０ｃｍ未満の場合は、届出をしなくてよいか？ 

  Ａ 深さ 50cm 未満の掘削であっても、届出が必要な場合があります。 

    ・ 土壌を区域外へ搬出する場合 

    ・ 土壌の飛散または流出を伴う場合 

    いずれかにあたる場合は、届出が必要になります。 

 

  Ｑ 掘削と盛土の範囲が重複する場合は、どのように届出をしたらよいか？ 

  Ａ 掘削を先に行う場合は、掘削の範囲として扱ってください。 

    盛土を先に行う場合は、その後の掘削の深さが現在の地盤面より低くなる場合は 

    掘削の範囲として、高くなる場合は盛土の範囲として扱ってください。 

 

  Ｑ 届出の時点で掘削と盛土の面積が未確定の場合、どのように届出をしたらよいか？ 

  Ａ 届出面積及び図面において、可能性な限り広めに見積もって届出してください。 

 

  Ｑ 建物の解体とその後の造成など工期がずれる場合や、工事計画が複数年に渡って 

行われる場合は、掘削・盛土の面積を分けて算出してもよいか？ 

  Ａ 工期がずれている場合や複数年に渡って工事が行われる場合は、複数工事が“一連” 

の工事と見なされるか否かで算出すべき合計面積が異なります。一連の工事の捉え 

方について、疑義が生じた場合は環境保全課までご相談ください。  
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〒４１７－００５５ 
富士市永田町１丁目２番地 
株式会社 ○○建設 
代表取締役 富士 太郎 印 

工事開始の３０日前までに提出してください 

住所および氏名 
（法人の場合は代表者の氏名） 

様式第六（第二十一条の二第一項、第二十三条第一項関係） 【記入例：法第４条第１項】 

 

一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 

  年   月   日 

  

  

  

土壌汚染対策法
第３条第７項

第４条第１項
の規定により、一定の規模以上の土地の形質の変更について、次の

とおり届け出ます。 

 土地の形質の変更の対象となる土地の所

在地 
富士市永田町１丁目１００番 外５筆  

土地の形質の変更の場所 別紙のとおり （平面図） 

土地の形質の変更の対象となる土地の面

積及び当該土地の形質の変更に係る部分

の深さ 

4,000㎡（盛土：2,000㎡、掘削：2,000㎡） 
深さ：最大2.5ｍ 別紙のとおり（断面図） 

土地の形質の変更の着手予定日 ○○年○○月○○日 

法第３条第１項の

ただし書の確認を

受けた土地におい

て法第３条第７項

の規定による土地

の形質の変更をす

る場合 

工場又は事業場の

名称 
 

工場又は事業場の

敷地であった土地

の所在地 

 

現に有害物質使用

特定施設等が設置

されている工場又

は事業場の敷地に

おいて法第４条第

１項の規定による

土地の形質の変更

をする場合 

有害物質使用特定

施設が設置されて

いる工場又は事業

場の名称 

 

有害物質使用特定

施設の種類 
 

有害物質使用特定

施設の設置場所 
 

特定有害物質の種

類 
 

 

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
２ 氏名（法人にあっては、その代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人（法

人にあっては、その代表者）が署名することができる

 
 （あて先）富士市長 

省令改正により押印不要 
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★ 関係法令 

● 土壌汚染対策法（抜粋） 

   第４条 《土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査》 

    土地の掘削その他の土地の形質の変更（以下「土地の形質の変更」という。）であって、 

   その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該 

   土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該 

   土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事 

   に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りではない。 

    一 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの 

    二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

   2 前項に規定する者は、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等の全員の 

    同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、前条第 1 項 

    の環境大臣又は都道府県知事が指定する者（以下「指定調査機関」という。）に同項の 

    環境省令で定める方法により調査させて、前項の規定による土地の形質の変更の届出に 

    併せて、その結果を都道府県知事に提出することができる。 

   3 都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、 

    当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で 

    定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌 

    の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、前条第一項の 

    環境大臣が指定する者（以下「指定調査機関」という。）に同項の環境省令で定める方法 

    により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。ただし、前項の規定 

    により当該土地の土壌汚染状況調査の結果の提出があった場合は、この限りではない。 

 

● 土壌汚染対策法施行規則（抜粋） 

   第２２条 《土地の形質の変更の届出の対象となる土地の規模》 

    法第四条第一項の環境省令で定める規模は、三千平方メートルとする。ただし、現に有害

物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地又は法第３条第１項本文

に規定する使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場若しくは事業場の敷地

（同項本文の報告をした工場若しくは事業場の敷地又は同項ただし書の確認を受けた土

地を除く。）の土地の形質の変更にあっては九百平方メートルとする。 
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  第２３条 《土地の形質の変更の届出》 
  法第四条第一項の届出は、様式第六による届出書を提出して行うものとする。  

    2 前項の届出には、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。 

     一 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図 

    二 土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、当 

       該土地の所有者等の当該土地の形質の変更の実施についての同意書 

 

    第２４条 

    法第四条第一項の環境省令で定める事項は、次に掲げる行為とする。 

   一 氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

   二 土地の形質の変更の対象となる土地の所在地 

   三 土地の形質の変更の対象となる土地の面積及び当該土地の形質の変更に係る部分の

深さ 

   四 現に有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地又は法第三

条第一項本文に規定する使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場若しく

は事業場の敷地（同条第一項本文の報告をした工場若しくは事業場の敷地又は同項

ただし書の確認を受けた土地を除く。）にあっては、当該工場若しくは事業場の名称、

当該有害物質使用特定施設の種類及び設置場所並びに当該有害物質使用特定施設

において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質の種類 

 

   第２５条《土地の形質の変更の届出を要しない行為》 

    法第四条第一項第一号の環境省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 

   一 次のいずれにも該当しない行為 

     イ 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。 

     ロ 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。 

     ハ 土地の形質の変更に係る部分の深さが五十センチメートル以上であること。 

   二 農業を営むために通常行われる行為であって、前号イに該当しないもの 

   三 林業の用に供する作業路網の整備であって、第一号イに該当しないもの 

   四 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更 

   五 都道府県が第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により調査した結果、

基準不適合土壌が存在するおそれがない又は土地の土壌の汚染状態が全ての特定有

害物質の種類について土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものと認めら
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れるものとして都道府県が指定した土地において行われる土地の形質の変更 

 

   第２６条《特定有害物質によって汚染されているおそれがある土地の基準》 

    法第四条第二項の環境省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 

   一 土壌の特定有害物質による汚染状態が法第六条第一項第一号の環境省令で定める 

    基準に適合しないことが明らかである土地であること。 

   二 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、 

    又は地下に浸透した土地であること。 

   三 特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は 

    事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。 

   四 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し、 

    又は保管する施設（特定有害物質を含む液体の地下への浸透の防止のための措置として 

    環境大臣が定めるものが講じられている施設を除く。）に係る工場又は事業場の敷地であ 

    る土地又は敷地であった土地であること。 

   五 前三号に掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が法第六条 

    第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないおそれがある土地であること。 

 

   第２７条《法第四条第一項の届出に係る土地における土壌汚染状況調査の命令》 

     法第四条第三項の命令は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 

    一 法第四条第三項に規定する調査対象となる土地の場所及び有害物質の種類並びに 

      その理由 

    二 法第四条第三項の命令に係る報告を行うべき期限 
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法人にあっては、その 

主たる事務所の所在地 

法人にあっては、その 

名称及び代表者の氏名 

住  所 
フ リ ガ ナ 

フ リ ガ ナ 

氏  名 

特定建設作業実施届出書 
年   月   日 

富士市長        様 
  

 
 
 
 
 
 
                騒音規制法第 14 条第 1 項（第 2 項） 
特定建設作業を実施するので、  振動規制法第 14 条第 1 項（第 2 項）         の規定により､ 
                静岡県生活環境の保全等に関する条例 71 条第 1 項(第 2 項)           

               静岡県生活環境の保全等に関する条例 88 条第 1 項(第 2 項) 
次のとおり届け出ます。 
建 設 工 事 の 名 称  

建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類  

特 定 建 設 作 業 の 種 類  

特定建設作業に使用される騒音規制法施行令

別表第２又は振動規制法施行令別表第２に規

定する機械の名称、型式及び仕様 

 

特 定 建 設 作 業 の 場 所  

特 定 建 設 作 業 の 実 施 期 間 
自    年   月   日 
                     日間 
至    年   月   日 

特 定 建 設 作 業 の 開 始 及 び 終 了 の 時 刻 作 業 開 始 作 業 終 了 作 業 日 実 働 時 間 
自  時 至  時  

    時間    

騒 音 又 は 振 動 の 防 止 の 方 法  

発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あってはその代表者の氏名 
 
                電話番号 

届出者の現場責任者の氏名及び連絡場所  
電話番号 

下請負人が特定建設作業を実施する場合は、

当該下請人の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあってはその代表者の氏名 

 
 

電話番号 
下請負人が特定建設作業を実施する場合は、

当該下請人の現場責任者の氏名及び連絡場所 
 

電話番号 
※  受 理 年 月 日   

※  審 査 結 果  
備考 １ この届出書は、騒音規制法施行令別表第２又は振動規制法施行令別表第２に掲げる特定建設作業の種類ごとに提出す

ること。 
   ２ 特定建設作業の種類の欄には、騒音規制法施行令別表第２又は振動規制法施行令別表第２に掲げる特定建設作業の種

類を記載すること。 
   ３ 特定建設作業の実施の期間の欄には、その期間中作業をしないこととしている日がある場合は、作業をしない日を明

示すること。 
   ４ 特定建設作業の開始及び終了の時刻の欄の記載に当たっては、作業の開始時刻及び終了時刻並びに実働時間が同じで

ある日ごとにまとめてさしつかえない。 
   ５ ※印の欄には、記載しないこと。 
   ６ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
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２ 適正施工の確保編 
  

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

富士市優良工事表彰実施要領 

                      

（平成１７年５月１９日制定） 

  

（目的） 

第１条 この要領は、富士市の発注する建設工事を請負った建設業者のうち、対象工事の成績評定が優れた業

者を優良工事施工業者として認定し、このうちから他の模範となる工事施工業者及び主任技術者等を表彰す

ることにより、建設技術の向上並びに施工の適正化を図り、もって優れた社会資本の整備に寄与することを

目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 工事 建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第２条第１項に定める工事をいう。 

(2) 建設業者 法第２条第３項に定める者で、工事を直接請負うものをいう。 

(3) 主任技術者等 法第２６条第１項の主任技術者又は同条第２項の監理技術者をいう。 

(4) 対象工事 富士市が発注し前年度に完成した工事で、契約検査課が取り扱う工事をいう。 ただし、

修繕工事等を除く。 

 

（富士市優良工事選考委員会） 

第３条 優良工事施工業者の認定候補者並びに優良工事施工業者及び主任技術者等の表彰候補者を選考し、市

長に推薦するため、富士市優良工事選考委員会（以下「委員会」という｡) を置く。 

 

（組織） 

第３条の２ 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は副市長をもって充てる。 

３ 副委員長は、財政部長をもって充てる。 

４ 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

５ 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会の会議の議長となる。 

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 

７ 委員会の庶務は、契約検査課が処理する。 

 

（会議等） 

第３条の３ 会議は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、構成員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席構成員の３分の２以上をもって決する。 
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（選考、推薦） 

第３条の４ 委員会は、別に定める富士市優良工事表彰実施要領 運用基準（以下「運用基準」という。）の認

定要件に該当する工事施工業者を選考し、優良工事施工業者の認定候補者として市長に推薦する。 

２ 委員会は、前項の認定候補者の内から、運用基準の表彰要件に該当する工事施工業者及び主任技術者等を

選考し、表彰候補者として市長に推薦する。 

３ 前２項の場合において、委員会は、工事担当課長の意見を求めることができる。 

 

（認定） 

第４条 市長は、委員会の推薦に基づき優良工事施工業者を認定し、これを公表する。 

２ 市長は、前項の優良工事施工業者（以下「認定業者」という。）に対し、工事の競争入札参加者の指名等に

おいて、次年度の認定が行われるまでの間に限り、特別な配慮をすることができる。 

 ただし、認定業者が、運用基準の「特別な配慮をしない場合」に該当したときは、この限りでない。 

 

（表彰） 

第５条  市長は、委員会の推薦に基づき表彰者を決定し、これを表彰する。 

 

（その他） 

第６条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要領は、平成１７年５月１９日から施行する。 

 ただし、第４条第２項及び第５条第２項の規定は、平成１８年の認定および表彰の日から施行する。 

 この要領は、平成１８年５月１０日から施行する。 

 この要領は、平成１９年６月７日から施行する。 

 この要領は、平成２２年６月７日から施行する。 

この要領は、平成２４年６月６日から施行する。 

この要領は、平成２５年６月４日から施行する。 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

別表(第３条の２関係) 

 産業交流部長 

 都市整備部長 

 上下水道部長 

 建設部長  

 契約検査課長 
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富士市建設工事施工体制点検取扱要領 
 

１ 趣 旨 
  この要領は、本市が発注する建設工事の品質を確保し、目的物の整備が的確に行われるようにするた

め、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成12年11月27日法律第127号）及び

同法第 15 条の規定による「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」（平成 13
年 3 月 9 日閣議決定）に基づき、工事現場における適正な施工体制の確保を図るための監督業務におけ

る点検事項について、必要な事項を定めるものとする。 

２ 対象工事 
（１）次項第2号ア及びイに係る事項 

請負代金の額が4,000万円（建設一式工事にあっては、8,000万円）以上のものについて実施するもの

とする。 
（２）次項第2号ウ、エ及びオに係る事項 

請け負った建設工事のうち一部を下請負施工により行う建設工事 
（３）次項第2号カ及びキに係る事項 

前2号に掲げるものについて、実施するものとする。 

３ 工事現場における点検 
（１）点検方法 

監督員は、工事現場に出向き、提出された着手届、工程表、主任技術者等通知書等に基づき、現場

代理人その他の工事関係者との面接等の方法により点検し、確認する。 
（２）点検内容 

別記のチェックリストにより、次の事項を点検し、確認する。 
ア 監理技術者又は監理技術者補佐、主任技術者（以下「監理技術者等」という。） 

    監理技術者資格証（監理技術者補佐、主任技術者の場合は、運転免許書等）の提示を求め、その者

が富士市建設工事請負契約約款第10条第1項に基づきあらかじめ通知された監理技術者等と同一で

あり、元請負人の企業に所属するものであることを確認する。 
  イ 技術者等の現場の常駐状況 
    監理技術者等及び現場代理人の現場常駐状況について、適切な頻度で点検すること。 
  ウ 施工体制台帳 
    提出された施工体制台帳の写し及び添付された下請負契約書、再下請負契約書、再下請負通知書等

を工事期間中に点検すること。 
  エ 施工体系図 
    施工体系図が、工事現場の工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げられていることを確認するこ

と。 
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オ 施工体制の把握 
施工体制が一括下請負に該当していないこと、並びに施工体制台帳及び施工体系図が実際の施工

体制と異なるものでないことを点検すること。この場合において、同一工事の入札参加者が下請負

人となっていないことを確認すること。 
  カ 工事カルテの登録 

工事カルテの登録を行い、CORINS登録の受領書が交付されていることを確認すること。 
キ 建設業許可を示す標識等 

   ① 建設業の許可を受けたことを示す標識が公衆の見やすい場所に掲示されていることを確認する

こと。 
   ② 建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識が掲示されていることを

確認すること。 
   ③ 労災保険関係の提示事項が掲示されていることを確認すること。 
（３）点検回数 
  ① 原則として毎月１回以上点検を実施するものとする。 
  ② 工期が３ヶ月以内の工事については、①にかかわらず、工期の最初、中間及び工期末の３回以上と

する。 
（４）点検を実施する者  
  ① 主任監督員又は担当監督員が実施するものとする。 
  ② 少なくとも1回以上は、総括監督員が主体となって実施すること。ただし、対象工事件数が多い工

事担当課にあっては、主任監督員がこれに代わることができる。 

４ 点検結果の報告 
（１）監督員は、点検が完了したつど、別記のチェックリストに所見を記入し、上司に報告し工事検査時に

検査員に提示すること。 
（２）点検及び確認により、次のいずれかに該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、工事施工担当

課長は市長に、その内容を報告しなければならない。 
ア 受注者又は下請負人が、その請け負った工事を一括して他人に請け負わせたとき。 

 イ 受注者又は下請負人が、建設業の許可を受けていない者に、建設業法に規程する金額以上の金額の 
下請負をさせたとき。 

 ウ 受注者又は下請負人が、監督官庁から営業の停止又は禁止を命じられた建設業者と当該停止され、

又は禁止されている営業の範囲に係る下請負契約を締結したとき。 
 エ 受注者が、施工体制台帳（変更を含む）の写しを本市に提出しなかったとき。 
 オ 受注者が、監理技術者等の設置状況その他施工体制の点検を本市から求められ、これを受け入れる

ことを拒んだとき。 
 カ 受注者が、施工体系図を工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げていないとき。 
 キ 受注者が、必要な施工体制台帳を作成せず、又は作成した施工体制台帳を現場に備え置かなかった

とき。 
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 ク 当該工事の下請負人が、その請け負った建設工事を他の建設業者に請け負わせたにもかかわらず、

その通知を受注者にしていなかったとき。 
  ケ 受注者又は下請負人が、必要な監理技術者等を配置していなかったとき。 
  コ 受注者が配置した監理技術者が、監理技術者資格証の交付を受けていなかったとき。 

 サ 受注者が配置した監理技術者が、監理技術者資格証の提示を拒んだとき。 
 シ 土木一式工事又は建築一式工事を請け負った受注者又は下請負人が、土木一式工事又は建築一式工

事以外の建設工事を自ら施工する場合において、当該建設工事を管理する資格を持った技術者を配

置していなかったとき、又は当該建設工事にかかる建設業の許可を受けていない者にその建設工事

を請け負わせたとき。 
 ス 受注者または下請負人が、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事を自ら施工

する場合において、当該建設工事を管理する資格を持った技術者を配置していなかったとき、又は

当該建設工事に係わる建設業の許可を受けていない者にその建設工事を請け負わせたとき。 
 セ 受注者または下請負人が、その業務に関し、法令に違反し、建設業者として不適当であると認めら

れるとき。 

５ 建設業許可部局への通知 
   市長は、前項第 2 号の報告があったときは、当該受注者又は下請負人が建設業の許可を受けた国土

交通大臣又は都道府県知事及び当該事業に係る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、

その事実を通知するものとする。 
 
  附 則 
  （施行時期） 
   １ この要領は、平成18年4月１日から施行する。 
  （工事現場等における施工体制の点検取扱要領の廃止） 
   ２ 平成13年4月１日工事現場等における施工体制の点検取扱要領は、廃止する。 
  附 則 
   この要領は、平成28年6月１日から施行する。 
   この要領は、令和4年4月１日から施行する。 
   この要領は、令和5年4月１日から施行する。 
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別記 

課  長 総括監督員 主任監督員 担当監督員 
    

 

工事現場等における施工体制チェックリスト（第  回） 

 
点検日：   年   月   日 

点検者： 工事担当課： 担当監督員名： 
工 事 契 約 の 概 要 

工事名 
年度       第    号 
 

工事 
工 期 着手    年  月  日         完成    年  月  日 
受注者： 請負代金額： 一次下請負金額： 

点 検 項 目 
１ 監理技術者等の調書（写し）と本人の同一性の点検 

（１） 技術者の区分  □主任技術者 
□監理技術者 □監理技術者補佐 

調書氏名： 
本人氏名： 

□同一者 
□他 者 

（２） 監理技術者資格者証又は監理技術者補佐、主任技術者の身分証明書(運転免許証等)の携帯  □有  □無 
（３） 他者の場合の措置 指示書等   年  月  日 結果： 
２ 監理技術者等の身分の点検（直接的かつ恒常的な雇用関係と資格要件の点検） 

（１） 雇用関係の点検 
健康保険証等の確認  □有 □無 勤務する企業名： 

雇用の状況 □恒常的勤務 ：従業員年数   年入社     年 
□直前雇用  ：直前入社日   年   月   日 

（２） 技術者の資格要件 国家資格名： 
技術者番号：          取得年月日：  年   月   日 

 

３ 専任すべき監理技術者等、現場代理人の常駐 

（１） 監理技術者等    □在  □不在 
不在の場合の理由： 

不在の場合の連絡体制    □有  □無 
連絡方法： 

（２） 現場代理人名： 
□在 □不在 不在の理由： 

不在の場合の連絡体制    □有  □無 
連絡方法： 

４ 施工体制台帳・施工体系図の整備状況 

（１） 施工体制台帳・施工体系図が現場に整備されているか □適 □否 
台帳と施工体制が一致しているか □適  □否 

（２） 下請負契約書（写し）の添付 □有  □無 
（３） 再下請負通知書、再下請負契約書(写し)の添付(再下請負契約を締結した場合) □適 □否 
５ 工事カルテ受領書の確認 □適  □否 
６ 標識の掲示等（工事の施工範囲内、屋外掲示が原則） 
（１） 施工体系図が、工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示してあるか □有 □無 
（２） 建設業退職金共済組合への加入標識が、現場の見やすい場所に掲示してあるか □有  □無 
（３） 労災保険関係の成立を表す標識が、現場の見やすい場所に設置されているか □有 □無 
（４） 建設業の許可を受けたことを表す標識を、公衆の見やすい場所に設置されているか □有  □無 
点検者の所見： 
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富士市 

電子納品運用ガイドライン  

 

 

 

 

 

 

 

令和 4年 4月 

 

富士市 
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１  本ガイドラインの取り扱い 

 1-1 目的 

  「富士市電子納品運用ガイドライン」（以下「本ガイドライン」という。）は、富

士市が発注する建設工事において、電子納品を円滑に実施するために必要な事項を

示したものである。 

 1-2 適用する事業 

  全ての建設工事を対象とし、受発注者間の協議で決定する。 

なお、当面の間電子納品が困難な受注者においては、紙ベースでの提出も可とす

ることができる。 

 1-3 電子納品の対象 

  電子納品の対象書類は「写真」及び情報共有システム（以下「システム」という。）

上で共有した工事帳票とする。 

原本が紙媒体の書類は、電子化する必要はなく、紙媒体で納品とする。 

なお、スキャナによる取り込みにより、電子化しても良い。 

 1-4 電子納品の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 電子納品全体の流れ 
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 1-5 準拠する要領・基準類 

  本ガイドラインに記載のない項目は、以下の要領・基準に準拠する。 

なお、各電子納品に関する要領・基準は適宜追加・改定等が行われるため、最新

版を適用する。 

 

表２ 準拠する要領・基準類 

要領・基準名 策定・改定年 策定 

情報共有・電子納品運用ガイドライン 令和 3年 4月 静岡県 

CAD 製図基準による成果品作成方針 平成 30 年 2 月 

営繕事業に係る電子納品運用ガイド

ライン 

令和 3年 4月 

工事完成図書の電子納品等要領 令和 3年 3月 国土交通省 

電子納品等運用ガイドライン【土木工

事編】 

令和 3年 3月 

ＣＡＤ製図基準 平成 29 年 3 月 

土木設計業務等の電子納品要領 平成 31 年 3 月 

測量成果電子納品要領 令和 3年 3月 

地質・土質調査成果電子納品要領 平成 28 年 10 月 

デジタル写真管理情報基準 令和 2年 3月 

営繕工事電子納品要領 令和 3年 3月 

建築設計業務等電子納品要領 令和 3年 3月 
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２  電子成果品の仕様 

 2-1 電子成果品の仕様（土木工事） 

  電子納品成果品は、原則として「工事完成図書の電子納品等要領」のフォルダ構

成に準拠すること。格納する電子データファイルがないフォルダは作成しなくても

よい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

図 2-1 電子媒体に格納される電子成果品および工事帳票のイメージ（土木） 
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 2-2 電子成果品の仕様（営繕工事） 

  電子納品成果品は、原則として「営繕工事電子納品要領」のフォルダ構成に準拠

するが、写真の整理方法は土木工事仕様とし、別の電子媒体に格納する。 

なお、受発注者間の協議によりこの限りでない。 

格納する電子データファイルがないフォルダは作成しなくてもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図 2-2 電子媒体に格納される電子成果品および工事帳票のイメージ（営繕） 
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３ 電子納品の実施にあたっての留意事項等 

 3-1 提出部数 

  建設工事で提出する成果品の部数は以下のとおりとする。 

（CD-R が複数枚となる場合は、DVD-R を使用し、原則 1枚とする。） 

 

（1）工事の電子納品 

・電子納品媒体は、1 部とする。 

ただし、着手・完成、代表写真を 1部、紙で提出すること。 

また、監督員の指示がある場合は、必要となる部分を紙で1部提出すること。 

 

 3-2 発注図の準備について 

発注者は、発注図の CAD データを準備できる場合は、積極的に受注者に貸与する

こと。貸与した場合のみ電子納品対象とする。 

なお、発注図が紙図面の場合は、電子納品の対象としない。 

また、「CAD 製図基準」に準拠していない CAD データが貸与された場合は、電子

納品の際、「CAD 製図基準」に準拠させる必要はない。 

 

 3-3 事前協議について 

発注者と受注者は、着手前に「事前協議チェックシート」により、以下の内容に

ついて事前協議を行うこと。 

 

（1）基本情報 

（2）適用要領・基準類 

（3）インターネットアクセス環境等 

（4）電子納品対象項目 

（5）検査方法 

 

 3-4 ＣＡＤデータ形式 

CAD データファイルのフォーマットは原則として SXF(SFC)形式（Ver.3.1）とす

るが、協議によってはこの限りではない。 

CAD データを格納する場所によって、電子納品チェックシステムでエラーが発生

する場合には、OTHES フォルダに格納する。またはエラーを許容する。 
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 3-5 写真について 

「デジタル写真管理情報基準」に基づき撮影すること。 

また、工事監理の撮影頻度は「土木工事施工管理基準」「営繕工事写真撮影要領」

の写真管理基準に基づき、必要以上の枚数を納品しない。 

  また、有効画素数は、黒板の文字及び撮影対象が確認できることを指標（100 万

画素程度＝1,200×900 程度）として設定する。不要に有効画素数を大きくすると、

ファイル容量が大きくなり、電子媒体が複数枚になるとともに、操作性も低くなる

ので、目的物及び黒板の文字等が確認できる範囲で適切な有効画素数を設定する。 

  なお、使用した写真管理ソフトの最新版のビューアソフトを添付する。 

 

 3-6 電子媒体の表記について 

電子媒体には、「契約番号」、「工事名称」、「作成年月」、「担当課名」、「受注者名」、

「何枚目／全体枚数」、「ウイルスチェックに関する情報」、「フォーマット形式」、

「発注者署名欄」、「受注者署名欄」を明記し、直接署名を行う。 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 3-7 検査方法について 

  事前協議の段階で検査方法について確認しておくこと。 

電子納品された書類等はパソコン上で受検することを原則とする。 

監督員は、検査用のデータをファイルサーバー ■工事検査共有－各課フォルダ

に工事名のフォルダで保存する。検査後は速やかに削除する。 

 

担当監督員 現場代理人 

契約番号： 0000000000 

工 事 名： 〇〇〇〇〇〇〇〇 

１／１ 
令和２年 10 月 

担当課： 〇〇〇〇 

受注者： ◇◇◇◇株式会社 
ウイルス対策ソフト名： □□□□ 
チェック年月日： 令和 2 年 10 月 
フォーマット形式： JOLIET 
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 3-8 電子成果品のチェックについて 

  電子成果品が、各電子納品要領・基準に適合していることを「国土交通省 電子納

品に関する要領・基準」Web サイトで公開している最新の「電子納品チェックシス

テム」により確認する。 

  なお、営繕事業については、受注者は電子媒体のフォルダ構成などが本ガイドラ

インに基づき正しく作成されているかについてチェックを行った上で電子成果物

を発注者に提出し、発注者はチェックを行った上で電子成果物を受領することとす

る。 

 

 3-9 電子成果品の保管管理（発注者）について 

  電子納品された成果物は、工事担当課または当該施設を管理する部署が保管する。 
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デジタル工事写真の小黒板情報電子化（電子黒板）仕様書 
 
 
（１）国土交通省通達の「平成 29 年 1 月 30 日付け 国技建管第 10 号」に基づき、使用す

ること。 
 
（２）受注者は、工事着手前に監督員へ小黒板情報電子化の実施を選定する旨及び本工事で

使用する機器・ソフトウェア等（以下「使用機器」という。）について申し出、書面
による承諾を得るものとする。 

 
（３）導入に必要な使用機器は、受注者が選定、調達する。 
 
（４）使用機器については、信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することと

する。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参
照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」 
（URL「http://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載している技術を使用している
こと。 

 
（５）受注者は、前項の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小

黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う
項目は、写真管理基準等に示す黒板に記載する項目による。 

 
（６）写真帳の作成については、施工方法の順序等を考慮し、電子黒板と従来の黒板が混在

してもよい。（別々の写真帳を作る必要は無い。） 
 
（７）段階確認・中間及び完成等検査時は、従来の黒板を使用すること。 
 
（８）上記の立会いにおいて電子黒板を使用する場合は、撮影前及び撮影後に監督員より立

会い内容の確認を受けること。 
 
（９）受注者は納品時に、URL｢http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html｣のチェ

ックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツー
ル）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情
報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員に提出するものとする。 

 
（１０）提出された信憑性確認の結果を、監督員が確認することがある。 
 
 
改定  令和 4 年 4 月１日 
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